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議事要旨(4) 中小企業の会計に関する指針について 

 

冒頭、新井副委員長より、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会及び日本商工会議所

と連名で 2015年 10月に公表した「中小企業の会計に関する指針」（以下「中小会計指針」と

いう。）を改正する公開草案に寄せられたコメントへの対応方針（案）について了承を頂くた

めの審議を行う旨が説明され、続いて、宮治専門研究員より、審議資料に基づき、今後のス

ケジュールを含め詳細な説明がなされた。 

説明に対する委員からの主なコメントは次のとおりである。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 事務局の提案するコメントへの対応方針（案）に賛成する。 

 今後、資産除去債務の取扱いについて検討を行っていくことも賛成する。 

 

審議の結果、中小会計指針を改正する公開草案に寄せられたコメントへの対応方針が了承

された。 

 

以 上 


